
ナ
カ

ナ
ガ
サ
ハ
イ
シ
長
選
石
鳳
京
都
長
持
か
ら
議

す
る
石
材
。
蹄
石
安
山
岩
で
、
動
色
の
石
基
中
に
、

分
解
し
た
黒
色
卸
石
及
び
白
色
斜
長
.
石
を
含
み
、
質

は
硬
い
。

ナ
ガ
サ
ハ
カ
ン
ワ
長
選
完
和
金
持
の
俳
人
。

遁
穂
波
卒
。
奥
村
河
内
守
の
臣
で
、
資
札
に
摂
び
、

小
春
熔
一
一
一
代
を
癖
し
た
。
安
政
年
間
夜
。

ナ
カ
ザ
ハ
タ
ロ
Z

モ
ン
中
海
太
郎
右
衛
門
も

と
山
城
商
之
閥
の
護
。
加
賀
に
下
b
、
慶
長
五
年
高

山
南
坊
に
臣
事
し
た
が
、
十
九
年
商
坊
の
京
都
に
送

致
せ
ら
れ
た
後
、
江
戸
に
往
き
て
土
方
織
震
に
仕
ヘ
、

能
貸
の
知
行
腕
裁
許
と
な
っ
て
鹿
島
郡
山
崎
村
に
住

し
、
次
い
で
病
に
依
っ
て
牢
人
し
、
小
島
村
に
時
た
。

こ
の
時
南
坊
の
萄
臣
牧
十
右
衛
門
は
、
江
戸
に
召
寄

せ
ら
れ
て
宗
門
の
吟
味
を
受
け
、
太
郎
右
衛
門
の
こ

と
を
告
訴
し
た
の
で
、
正
保
元
年
太
郎
右
衛
門
も
亦

吟
味
せ
ら
れ
た
が
、
貨
は
部
宗
器
商
寺
の
倒
那
で
あ

っ
た
か
ら
、
翌
年
宥
さ
れ
て
小
島
に
母
。
、
鹿
安
一
一
一

年
間
伐
し
た
。
子
・
mm
三
郎
は
務
明
し
た
が
、
宗
門
吟
味

に
逢
う
た
者
の
枠
で
あ
る
と
い
ふ
理
由
で
、
寛
文
十

一
年
以
降
二
人
扶
持
を
賜
は
っ
た
。

ナ
カ
ザ
ハ
ヒ
デ
フ
ザ
中
濃
発
房
大
患
寺
務
士
。

遇
制
柄
久
兵
衛
。
矢
は
美
浪
商
須
の
人
で
大
塚
市
兵
衛

と
い
ひ
、
加
賀
滞
の
横
山
長
知
に
仕
へ
、
機
百
五
十

石
を
受
け
た
。
秀
房
は
そ
の
こ
男
で
、
初
名
を
雄
柴

介
と
い
ひ
、
箆
永
十
七
年
前
倒
利
治
に
話
出
さ
れ
、

民
を
中
禅
と
改
め
て
小
々
姓
と
な
り
、
線
百
五
十
石

か
ら
四
百
石
に
進
み
、
手
廻
顕
と
な
っ
た
。
高
泊
三

年
努
房
、
利
治
の
越
骨
を
上
州
板
鼻
に
辿
へ
、
五
周

三
日
之
を
閥
村
の
宗
英
寺
に
法
b
、
自
ら
全
昌
寺
に

入
っ
て
切
腹
し
た
。
享
年
六
十
五
。

ナ
ガ
サ
ハ
ホ
長
選
保
鹿
島
郡
に
在
っ
た
。
承

久
三
年
注
地
の
能
楚
闘
回
数
日
銀
に
、
『
長
禅
保
、
無

定
問
、
建
久
二
年
検
注
同
定
』
と
あ
喝
。
後
世
亦
長

袴
保
が
あ
る
。

ナ
ガ
サ
ハ
ホ
長
選
保
鹿
島
郡
に
鴎
し
、
務
政

時
代
で
は
、
曾
編
・
下
曾
舗
の
ニ
ヶ
村
を
含
ん
で
鴎
た
。

ナ
ガ
サ
ハ
ミ
ツ
タ
=
長
選
光
国
筑
前
と
稽
し
、

上
移
謙
信
の
士
大
勝
。
越
中
氷
見
西
念
寺
の
醤
上
に
、

中
路
守
山
の
跡
保
氏
張
と
飯
山
の
中
・
樽
筑
前
守
と
合

戦
の
際
、
飯
山
か
ら
笛
寺
へ
取
出
で
、
守
山
か
ら
押

寄
せ
た
と
あ
っ
て
、
中
棒
は
長
揮
に
同
じ
く
、
筑
前

は
も
と
路
島
郡
長
揮
村
の
郷
士
で
あ
っ
た
の
で
あ
ら

う
。
天
正
五
年
七
尾
落
城
の
後
光
闘
は
穴
水
域
に
鹿

り
、
周
年
松
波
義
親
を
討
っ
て
之
を
滅
ぼ
し
、
七
年

ま
た
槌
弁
景
隆
等
を
攻
め
て
石
動
山
に
走
ら
し
め
た

が
、
滴
坂
の
戟
に
死
ん
だ

0
4
ヌ
タ
ヰ
カ
グ
タ
カ

調
弁
景
除
。

ナ
カ
ジ
マ
・
中
島
江
沼
郡
潟
聞
に
臨
す
る
部
務
。

ナ
カ
ジ
マ
中
島
石
川
郡
河
内
庄
に
あ
る
部
務
。

郷
村
名
義
抄
に
は
、
こ
の
村
は
古
へ
鹿
瀬
と
い
う
た

の
を
、
能
楽
部
民
搬
に
近
い
か
ら
改
め
た
の
で
あ
る

が
、
そ
の
時
代
は
明
ら
か
で
な
く
、
正
保
の
高
辻
般

に
は
阪
に
中
島
と
あ
る
と
記
し
て
居
る
。

ナ
カ
ジ
マ
中
島
鹿
島
郡
熊
木
院
に
鴎
す
る
部

落
。
明
隠
五
年
の
村
御
印
に
熊
木
中
島
村
と
あ
る
。

今
も
星
人
は
中
島
・
上
町
の
二
部
務
を
熊
来
と
い
う

て
ゐ
る
。
元
機
の
郷
村
名
義
抄
に
、
こ
の
村
は
住
吉

熊
飛
川
が
こ
筋
に
流
れ
た
時
の
中
島
で
あ
っ
た
と
記

す
る
。
能
資
名
跡
志
に
、
『
家
政
二
百
軒
徐
あ
b
。
町

作
り
な
る
厨
。
御
積
所
あ
り
。
此
遜
を
熊
木
の
郷
と

云
て
、
普
は
入
梅
に
て
飴
多
く
蹴
旬
、
繁
昌
成
既
に
て
、

高
諜
に
は
し
た
て
の
く
ま
き
酒
屋
に
ま
ぬ
ら
る
や
っ

と
わ
し
云
々
。
此
外
に
も
長
歌
あ
b
。
略
す
。
今
に

熊
木
酒
屋
と
い
ふ
者
あ
り
。
熊
木
川
と
て
大
川
あ
っ

て
、
長
八
間
半
の
橋
あ
b
云
々
1

大
野
木
民
十
村
役

あ
b
o』
と
見
え
る
。
明
治
中
に
室
b
、
一
一
時
姉
崎
を

分
立
せ
し
め
た
が
、
十
九
年
再
び
併
合
し
た
。

ナ
ガ
シ
マ
長
島
石
川
郡
山
島
郷
に
臆
す
る
部

帯
。
祇
陀
寺
文
書
隠
永
二
年
十
周
朔
日
附
鶴
章
丸
の

刊
書
に
、
『
加
賀
閥
河
内
庄
祇
陀
寺
領
中
一
時
長
島
之
内

田
地
等
事
額
丹
後
守
致
抑
領
云
々
。
』
と
あ
る
。

ナ
ガ
シ
マ
長
島

mm
咋
郡
貌
谷
の
内
の
小
字
。

ナ
カ
タ
マ
カ
ブ
ラ
ナ
中
島
煎
薬
鹿
島
郡
中
島

地
方
に
産
し
た
。
初
秋
種
子
を
下
し
、
翌
春
四
足
頃

採
取
す
る
。
一
撃
目
形
六
七
百
匁
、
盟
讃
と
し
て
そ

の
芳
香
辛
味
を
貸
せ
ら
れ
る
と
あ
る
。

ナ
カ
シ
マ
シ
ョ
ウ
中
島
問
初
諦
催
、
後
向
と

改
め
、
叉
恒
久
と
も
い
う
た
。
芋
は
子
成
文
は
子
初
、

遺
稿
牢
助
。
そ
の
焼
石
浦
は
金
津
石
浦
町
に
住
し
た

に
図
る
。
初
め
石
川
郡
宮
腰
に
在
っ
て
踏
を
梁
と
し
、

藩
儒
村
瀬
克
忠
に
感
ん
で
最
も
経
替
に
通
じ
た
。
天

明
の
初
老
臣
前
回
学
友
、
簡
を
飽
で
L
儒
臣
と
し
た

が
、
諸
政
四
年
務
棋
の
起
る
に
及
び
そ
の
助
教
と
な

っ
た
。
著
す
腕
格
心
論
・
大
国
事
袈
解
・
大
泉
謀
説
・
大

暴
趨

E
・
中
庸
遁
正
・
諭
鰐
集
正
・
儒
者
説
鵡
等
が
あ

る
。
生
授
の
年
は
祥
か
で
な
い
。

ナ
カ
シ
マ
セ
イ
Z

号
ン
中
島
清
右
衛
門
江
戸

の
町
人
で
莱
物
製
造
を
業
と
し
、
加
賀
務
の
用
命
を

奉
じ
た
。
そ
の
組
抑
制
兵
衛
は
京
師
に
住
し
、
足
利
氏

の
奥
取
で
あ
っ
た
が
、
秀
吉
が
輿
を
不
便
と
し
た
に

よ
b
、
莱
物
を
工
風
し
て
之
を
奉
b
、
前
田
利
家
の

鑓
に
も
亦
之
を
縫
め
た
に
起
る
。

ナ
カ
シ
マ
テ
ツ
サ
プ
ロ
ウ
中
島
銭
三
郎
大
事

寺
滞
の
歩
士
。
築
の
益
子
。
幼
よ
り
武
援
を
好
み
、

安
政
元
年
越
前
大
野
の
内
山
介
輔
に
続
き
御
遊
無
念

流
の
兎
許
を
得
、
高
延
元
年
江
戸
に
往
き
、
間
流
の

斑
藤
画
期
九
郎
よ
b
奥
儀
を
受
け
、
更
に
元
治
元
年
直

心
醸
流
榊
原
鍵
吉
の
門
に
入
り
て
皆
停
せ
ら
れ
、
後

大

-o

務
の
子
弟
に
教
授
し
た
。
明
治
三
十
四
年
十
周
廿
二

目
指
熔
に
於
い
て
夜
、
享
年
七
十
四
。

ナ
カ
シ
マ
ト
号
ア
キ
中
島
奉
還
沼
稼
誠
左
衛

門
。
初
め
新
番
に
列
し
、
安
永
六
年
養
父
小
兵
衛
事

忠
の
致
仕
後
、
線
百
五
寸
石
を
袈
ぎ
、
前
回
璽
教
の
守

近
習
と
な
り
、
九
年
百
石
を
加
へ
て
大
小
絡
に
斑
し
、

次
第
に
昇
進
し
て
御
先
筒
顕
に
室
b
、
露
政
三
年
御

克
、
四
年
十
周
回
日
現
し
た
。

ナ
カ
シ
マ
ト
モ
タ
ダ
中
島
奉
忠
通
穂
勘
左
衛

門
・
小
兵
衛
。
亭
保
十
一
年
養
父
津
太
夫
の
越
知
百

石
を
襲
ぎ
、
御
異
風
料
三
寸
石
を
受
け
、
明
和
中
五

十
石
を
増
し
、
安
永
六
年
致
仕
し
て
十
五
人
扶
持
を

受
け
た
。

ナ
カ
タ
マ
ノ
ヨ
イ
チ
中
島
の
奥
一
鹿
島
郡
中

島
の
人
。
前
回
利
家
が
能
楚
入
凶
の
頃
馳
走
し
て
、

天
疋
十
年
九
周
扶
持
米
拾
俵
を
受
け
た
が
、
そ
の
宛

腕
に
熊
来
村
奥
一
と
も
り
、
熊
来
は
中
島
及
び
上
町

の
惣
名
で
あ
る
。
二
代
目
太
郎
左
衛
門
を
経
て
、
三

代
目
太
右
衛
門
に
縛
へ
た
が
、
元
利
二
年
改
め
て
高

十
五
石
を
扶
持
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
四
代
入

郎
右
衛
門
の
時
鹿
安
四
年
叉
高
三
拾
俵
と
殴
め
、
高

治
三
年
死
亡
の
五
代
太
右
衛
門
、
点
事
元
年
死
亡
の

六
代
太
右
衛
門
、
及
び
七
代
奥
一
皆
之
を
停
へ
た
。

こ
の
家
は
元
組
奥
一
以
後
常
に
十
村
の
取
に
任
ぜ
ら

れ
た
。ナ

カ
ジ
マ
マ
チ
中
島
町
金
津
の
町
名
。
今
上

申
島
町
・
下
中
島
町
に
分
か
れ
る
。
元
は
浅
野
中
島

の
村
地
で
あ
っ
た
の
を
町
地
と
し
た
か
ら
の
名
だ
と

い
ひ
、
叉
普
は
浅
野
川
の
中
島
な
る
を
築
出
し
て
町

地
と
し
た
鑓
の
名
で
あ
る
と
も
い
ふ
。

ナ
カ
シ
ロ
ト
ヨ
キ
チ
中
城
盟
吉
風
芸
部
中
居

の
入
。
蹄
は
積
債
。
天
明
二
年
十
一
月
生
ま
れ
、
新

田
裁
許
と
な
り
、
最
も
算
県
に
建
し
、
安
政
三
年
正
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